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　北海道では、食料品などの物価高騰の影響を受
けている子育て世帯の負担軽減と道産品の消費
拡大を図るため、平成17年4月2日から令和6
年4月1日までにお生まれの子どもがいる道内
の子育て世帯に、北海道産のお米や牛乳が購入で
きる商品券などを支給する「北海道お米・牛乳子
育て応援事業（第二弾）」を１月26日（金）から実
施しています。
１世帯当たり5,160円相当で、
①3,960円分のお米券と1,200円分の牛乳贈答

券のセット
②米と牛乳が購入できる5,160円分の電子クー

ポン
③北海道産米「ななつぼし」10kgから選べます。

　支給対象は、（1）道内で対象児童と同居してい
る世帯（2）道内で対象児童だけで構成する世帯

（3）保護者は道内に在住し、道外で対象児童だけ
で構成する世帯となります。

　申請が必要ですので、令和6年4月30日（火）
までにお忘れなくご申請ください。
　なお、第一弾の支給品を受給されている世帯
で、住所や家族構成に変更がない場合、本人確認
書類不要の簡易申請が可能です。詳細は、1月下
旬に郵送しているダイレクトメール（はがき）を
ご確認ください。（第一弾の登録住所から転居さ
れている世帯にはダイレクトメールが届きませ
んのでご了承ください。）

　詳しくはホームページをご確認ください。
　https://hkd2023kosodate-ouen.jp/

お米･牛乳 子育て応援事業お米･牛乳 子育て応援事業北海道

第二弾の申請が始まりました！

問□　水産商工観光課　商工観光係　☎83−1408

問□　専用窓口　☎011−350−7371
（午前9時〜午後5時）

とようら物価高騰対策応援券配布事業

　令和 5 年 12 月 1 日現在、豊浦町に住民登録
されており「住民税非課税世帯物価高騰支援
給付金事業」および「住民税均等割のみ課税世
帯物価高騰支援給付金事業」対象外の世帯

対　象
　4月下旬頃、世帯ごとにゆうパックで送付

　発行日から8月31日（土）まで

　豊浦町内の全事業所
　※詳細は、応援券と一緒に配布します。

発送方法

利用期間

利用事業所

　物価高騰の影響を受ける町民生活支援のため、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金事業および
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金事業対象外の世帯へ、1 世帯あたり 17,000 円分の
町内利用限定応援券を発行いたします。

物価高騰対策事業

第二弾第二弾
申請期間 1月26日（金）〜

4月30日（火）まで

電子申請は
スマホ
が便利！

発行額
　1 世帯あたり17,000 円
　（500 円×34 枚）

広報とようら　−令和 6年 2月号− 3

支給対象の世帯ごとに、次のいずれか1つ（5,160 円相当）

1 2 3

「おこめ券」と「牛乳贈答券」

商品券 電子クーポン 北海道米（ななつぼし）
北海道産の「米」と「牛乳」
を購入できる
電子クーポン

精米（10kg）または
無洗米（10kg）
どちらか1つ


